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 かがわスマートハウス補助金 よくある質問 Ｑ＆Ａ  

番号 質問 答え 

１．補助金制度全般 
１０１ 補助金の予算枠はどれくらいで

すか。 

太陽光発電システム、ZEH、住宅用発電システム、住宅用太陽光

V2H システム合わせて 167,250 千円の予算を準備しています。 

１０２ 申請は先着順となっていますが、

申請受付期間の途中で受付が終

了することはありますか。 

予算枠に達した場合は、申請の受付を終了する場合があります。 

１０３ 補助金の予算が残りわずかにな

った場合、残額の確認はどのよう

にすればいいですか。 

予算の８割に達した時点で、県のホームページでお知らせする予

定です（予算の執行状況のお問い合わせには回答いたしませ

ん。）。 

１０４ 県内市町の補助金との併用は可

能ですか。 

市町の補助金との併用は可能です。なお、市町ごとに補助金の制

度が異なりますので、市町に確認してください。 

１０５ 国の補助金との併用は可能です

か。 

国の補助金との併用は可能です。なお、制度の詳細については国

に確認してください。 

１０６ 申請書類等の資料はどこで入手

できますか。 

県のホームページに掲載していますので、ダウンロードしてくだ

さい。 

１０７ 申請書類はどのような方法で提

出すればいいですか。 

申請書類の提出は、原則、郵送としています。持参の場合は受

取りのみ行い、その場での審査は行いません。 

※ 申請書類は郵便法の信書に該当します。信書の引き受けと配

達記録が残る「簡易書留」などの方法で提出してください。

送付先等の詳細は「手続の手引（17.書類の提出方法）」で確

認ください。書類受領の有無や日時に関するお問合せには対

応できませんので、郵便の追跡サービスなどを利用して確認

してください。 

１０８ 申請手続は必ず本人が行う必要

がありますか。 

手続代行者に申請手続の代行を依頼することも可能です。この場

合、申請書「4 手続代行者に手続の代行を依頼する場合」の手続

代行者欄に必要事項を記入してください。なお、交付決定後に手

続代行者を変更する場合は、新たな手続代行者に手続を依頼する

旨の委任状（任意様式）の提出が必要です。 

２．補助の対象となる設備等 
２０１ 太陽光発電システムについて、

10kW 以上のものは対象となりま

すか。 

パワーコンディショナの定格出力が 10kW 未満であるなどの理由

から、電力会社と 10kW 未満（増設の場合は既設分を含む。）の発

電設備の電力受給契約を締結する場合は対象となります。 

２０２ 既に太陽光発電システムを設置

している住宅が老朽化等により、

システムの全部又は一部を撤去

し、新たなシステム（太陽電池モ

ジュール、パワーコンディショナ

等）を設置した場合、補助対象と

なりますか。 

パネルの容量が増加しない場合は補助対象となりません。パネル

の容量が増加する場合は、増設した部分のみが補助対象となりま

す（ただし、Ｑ201 のとおり電力会社と既設分を含んで 10kW 未満

の電力受給契約を締結する必要があります。）。 

なお、補助金額についてはＱ203 のとおりです。 

２０３ 増設の場合は対象となりますか。 太陽光発電システムの場合、平成 23 年度以降に県補助金を受け

た既設分を含めて５万円までとなります。 

蓄電システムの場合、令和元年度以降に県補助金を受けた既設分

を含めて 10 万円までとなります。 

V2H システムの場合、令和 4 年度以降に県補助を受けた既設分を

含めて 10 万円までとなります。 

※ 太陽光発電システムの例 

過去に４万円の県補助金を受けていれば令和５年度は１万円

までが補助対象となりますが、既に県補助金を５万円受領し

ている場合は補助対象外となりますので申請はできません。

なお､既設分と合わせて電力会社と 10kW 未満の太陽光発電設

備の電力受給契約を締結する必要があります。 
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２０４ 太陽光発電システムが設置され

ていない家に蓄電池又は V2H を

設置する場合は対象となります

か。 

10kW 未満の太陽光発電システムとの接続が条件であるため、補助

の対象となりません。 

 

 

２０５ 蓄電池又 V2H は申請において、

10kW 以上の太陽光発電設備を設

置（パワコンも 10kW 以上）して

いますが、申請可能ですか。 

電力受給契約において、最大受電電力が 10kW 以上となっている

場合は、補助対象外です。 

２０６ 蓄電システムについて、国の「ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（ZEH）支援事業」の対象機器が

条件となっていますが、同等品で

代用することはできますか。 

同等品は補助の対象となりません。 

 V２H システムについて、国の「一

般社団法人次世代自動車振興セ

ンター」の対象機器が条件となっ

ていますが、同等品で代用するこ

とはできますか。 

同等品は補助の対象となりません。 

２０７ 設備をリースで設置しても補助

が受けられますか。 

リースでの設置は補助の対象となりません。 

 太陽光発電設備を PPA を利用し

て設置しても補助が受けられま

すか。 

PPA での設置は補助の対象となりません。 

２０８ 太陽光発電システムを設置する

住宅は店舗・事務所との併用で

もかまわないとのことですが、

住宅部分の面積割合などの条件

はありますか。 

住宅として利用されていれば構いません。なお、そこに住民票が

ない場合、電力受給契約地点の建物の登記簿謄本の建物種類に店

舗であると同時に「居宅」「共同住宅」「寄宿舎」等、住宅と確認

できる表記があることが条件となります。 

２０９ 補助対象システムを設置してい

る「モデルハウス」を住宅販売会

社から購入する場合、補助対象と

なりますか。 

設置されている補助対象システムが「未使用」の場合は、建売住

宅として補助対象となります。この場合の「未使用」とは、引渡

しの前に電力会社と系統連系されていないもののことです。な

お、引渡し前の電灯契約については、特に問題はありません。 

２１０ 別荘に設置した場合でも補助対

象となりますか。 

香川県内に設置する場合は対象になります。ただし、既築の場合

は申請書提出時に、新築・建売の場合は実績報告書提出時に、建

物の登記簿謄本を提出していただきます。 

なお、提出する登記簿謄本の建物種類に「居宅」「共同住宅」「寄

宿舎」等、住宅と確認できる表記があるものが対象となります。 

２１１ 太陽光発電システムの設置場所

は、住宅の屋根になくても、同じ

敷地内に設置されていれば、補助

対象となりますか。 

太陽光発電システムが、同一敷地内に設置し、その発電で得られ

た電気を申請者の住居で使用（住居に連系）するのであれば、そ

の設置場所は問いません。 

２１２ 申請予定者は住居の所有者で電

灯契約者ですが、高齢のためロー

ンが組めません。太陽光発電シス

テムの工事は別の家族の名前で

契約していいですか。 

原則として申請者は、電灯契約者（電力受給契約予定者）と補助

対象システムの工事契約者が同一である必要がありますので、こ

の状態では申請できません。電灯契約者と対象システムの工事契

約者を同一にした上で、申請を行ってください。 

２１３ 香川県内に家を２軒所有してい

ます。そのうち１軒は平成 26 年

度に太陽光発電システムを設置

し、県の補助金を受けました。残

る１軒も今年度太陽光発電シス

テムを設置する予定ですが、県の

補助対象となりますか。 

今年度新たに設置する太陽光発電システムが今年度の県の補助

金の要件を満たしていれば対象となります。系統連系ごとに１つ

のシステムとみなし、１システムごとに申請することができま

す。 

214 太陽光発電システムに係る補助

対象経費には何が含まれますか。 

太陽光発電システムの補助対象経費には、太陽電池モジュール、

架台、パワーコンディショナ、その他付属機器（接続箱、直流側

開閉器、交流側開閉器）、設置工事に係る費用（配線・配線器具の

購入・電気工事等を含む）など太陽光発電システムを動かすため
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に必要なものが含まれます。 

工事請負契約書（売買契約書）で値引きがあった場合は、申請書

等には、実際の販売価格（値引き後の価格）を記入してください。 

なお、太陽光発電と蓄電システムがセット価格になっている場合

の補助対象経費内での配分に関して、特に規定はありませんが、

必ず双方の小計（合計）が契約金額及び領収金額と一致するよう

にしてください。 

215 蓄電システムに係る補助対象経費

となる設備費（パッケージ型番）と

は何ですか。 

メーカーが蓄電システムを販売する際のセット部材です。メー

カーよって、「蓄電池本体、パワコン、モニター、ケーブルなど」

パッケージとして含まれる部材が異なるので、メーカーにお問

い合わせください。また、このパッケージ型番は国の ZEH 支援

事業において、登録されていることも要件となっております

（SII（一般社団法人 環境共創イニシアチブ）の HP に登録機器

は掲載している）。 

216 蓄電システム又は V２Hシステムが

新機種のため、国に登録されてい

ませんが、申請は可能ですか。 

メーカーに新機種の登録予定を問い合わせ、メーカーから登録

予定の回答を得られれば、申請いただくことは可能です。その

際、メールのコピー等、回答が確認できるものも添付ください。 

なお、補助実績報告までに蓄電システム又は V２H システムの登

録が確認できなければ、補助金の支払いはできませんので、ご

注意ください。 

217 固定価格買取期間が終了し、新た

に電力会社と売電契約を締結しま

したが、電力受給契約書を紙で発

行できないと言われました。補助

申請時の添付書類はどうすればよ

いでしょうか。 

インターネット上でご契約状況を確認できる場合は、ご契約状

況を印刷し、添付ください。なお、インターネットの上のサー

ビスであるため、操作ができないという方は、過去の電力受給

契約書及び直近の検針票等（売電中であることが確認できるも

の）を提出ください。 

218 ＺＥＨと太陽光発電システムの両

方に申請することはできますか。 

両方は申請できません。 

 

219 蓄電システムと V２Hシステムの両

方に申請することはできますか。 

両方は申請できません。 

 

３．補助金の交付申請 

３０１ 県に申請書を提出してから交付決

定されるまでどれくらいかかりま

すか。 

申請書類が県に到達した日の翌日から起算して、土・日・祝日・

年末年始を除く 14 日（以下「標準処理期間」という。）以内に

交付決定を行います。ただし、申請書類に不備不足がある場合

は、この限りではありません。 

 

３０２ 申請書の交付決定の状況を確認し

たいのですが、電話で問い合わせ

れば分かりますか。 

原則、標準処理期間（Ｑ301 参照）以内に交付決定し、申請者に

通知しますので、標準処理期間以降であれば、交付決定の状況

を調べることは可能です。 

※ 標準処理期間内の申請については、回答いたしかねます。 

※ 県到達日の確認は郵便の追跡サービス等を利用して確認し

てください（Ｑ107 参照）。 

 

【手続代行者の方へ】  

交付決定の状況は、お客様に確認してください（交付決定後、

「補助金交付決定通知書」を申請者本人あて送付します。）。 

お客様に交付決定通知書の受領を確認しても不明な場合、標

準処理期間以降であれば、県に問い合わせて調べることが可

能です。 

３０３ 工事着工日とは、どの工事のこと

で、交付決定前にどこまで工事を

していいですか。 

この補助金でいう「工事着工日」は、補助対象システムの着工

日を指します（建物の着工日ではありません。）。 

太陽光発電システムにおいては、太陽電池モジュールの架台や、

パワーコンディショナへの配線工事などの関連工事が開始され

る日をいいます。ＺＥＨにおいては、再生可能エネルギー発電

設備の関連工事が開始される日をいいます。蓄電システム又は

V2H システムにおいては、システムの配線や設置の関連工事が

開始される日です。交付決定日前にシステムの設置に関する工
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３０５ 個人事業主とはどのような人のこ

とですか。 

マンションやアパートの所有者で、自分の住民票の住所以外の

マンションやアパートに補助対象システムを設置する人のこと

です 

３０６ 二世帯住宅で、親と子が生計を別

にしています。親と子それぞれが

太陽光発電システムを導入する場

合、別々に補助金を申請できます

か。 

二世帯住宅が建物を２つの区分に分けて「区分登記」され、太

陽光発電システムの系統連系が独立しており、電力会社との電

力受給契約が別であれば、それぞれ補助金を申請することがで

きます。 

二世帯住宅が「単独登記（１人の名義による登記）」の場合又は

「共有名義（複数人の名義による登記）」の場合は、１人が補助

金を申請することになります。 

３０７ 仮住まいのため、申請書に記載す

る住所と異なる住所に交付決定通

知書の送付を希望する場合、申請

書の希望する送付先の欄に手続代

行者の住所を記入し、手続代行者

経由で受け取るようにしてもいい

ですか。 

交付決定通知書は、県と申請者の間に権利義務関係を発生させ

る大切な書類です。このため、交付決定通知書は、申請者本人

に直接郵送しています。交付決定通知書の送付先欄に手続代行

者の住所を記入することはできません。 

３０８ 申請書に添付する工事請負等契約

書について、見積書や内訳書等は

必須ですか。 

 

契約書等において、申請者及び契約相手双方の氏名押印、契約

金額、設置予定住所のほか、太陽光発電システムは設置するパ

ネルの公称最大出力、蓄電システムは国の「ネット・ゼロ・エネ

ルギー・ハウス（ZEH）支援事業」の対象機器となっていること

が分かる記載と設備費の内訳が明記されていることが必要で

す。 

これらの情報が契約書で読み取れない場合は、見積書、内訳書、

システム設置図等を添付してください。 

３０９ 蓄電システムの設置の工事費が無

料です。申請書には工事請負契約

書の添付のみでいいですか。 

工事費が無料でも設備費が明記されていることが必要です。契

約書に合計金額しか記載されていない場合は、見積書等が必要

です。 

契約書に内訳が明記されている場合は、契約書のみで構いませ

ん。 

３１０ 申請書に添付する工事請負契約書

について、申請後、変更契約で太陽

光発電システムの設置を追加した

場合は、当初の契約書は添付せず、

変更契約書のみ添付すればいいで

すか。 

変更契約書は、当初の契約書を基に成立しているものであり、

当初の契約書を確認しなければ、変更契約書が有効かどうかを

確認できません。太陽光発電システムの設置を変更契約書で追

加した場合は、当初の契約書と変更契約書の両方を提出してく

ださい。 

３１１ 工事請負契約書ではなく、「注文

書」と「注文請書」で申請可能です

か。 

「注文書」と「注文請書」のコピーの両方を一式として提出す

ることができます。その際、「注文書」には注文者（申請者）の

捺印が、「注文請書」には施工業者の社印又は代表者印があり、

収入印紙が貼付されていることが必須です。 

３１２ 申請書に添付する住民票は、家族

全員分必要ですか。また、本籍の記

載は必要ですか。 

住民票は申請者のみが記載されたもので構いません（本籍の記

載は不要です。）。 

※ 転入・転居を直近に行った場合、後述の完納証明書の関係で 

前住所の記載が必要となる場合があります（Ｑ315、318 参

事は一切着手できません。 

※ 建売の場合は、引渡し日が工事着工日となるため、この限り

ではありません。 

 

３０４ 工事着工はいつに予定すればよろ

しいですか。 

標準処理期間を 14 日（土・日・祝日・年末年始を除く）として

いますので、申請書の県到達日の翌日から起算して標準処理期

間を過ぎた 15 日目以降に着工日を設定してください。 

なお、交付決定されるまで対象システムの工事着工はできませ

んのでご注意ください（Ｑ303 参照）。 

※ 県到達日の確認は郵便の追跡サービス等を利用して確認し

てください（Ｑ107 参照） 

※ 書類不備等のため、標準処理期間内に交付決定されない場合

があります。 
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照）。 

３１３ 住民票に記載してはいけない情報

はありますか。 

個人番号（マイナンバー）が記載された住民票は受領できませ

んのでご注意ください。 

３１４ 添付書類に県税の完納証明書とあ

りますが、「ア 県税の完納証明書」

と、「イ 個人住民税の完納証明書」

の両方が必要ですか。 

申請者が個人の場合は、ア、イの両方が必要となります。 

※ アについては、「手続の手引」64 ページにある県税事務所な

どが発行する「県税に滞納がないこと」の納税証明書を提出

してください。（代理申請の場合は、この補助金のホームペ

ージから事前に様式をダウンロードするなどして、請求者欄

に委任者の必要事項記入と押印をしておく必要がありま

す。） 

※ イについては、住所地の市役所又は町役場の税務担当窓口に

「手続の手引」42、43 ページにある「証明願（２枚１組）」

を持参し、交付された 1 枚を提出してください(ホームペー

ジから様式のダウンロードが可能です。)。 

市町によっては、別の様式（完納証明書）にて証明する場

合があります。詳しくは市町税務担当課にお問合せくださ

い。 

３１５ 個人住民税が非課税であっても完

納証明書は必要ですか。 

非課税であっても証明願による完納証明は可能ですので、提出

してください。 

３１６ 添付書類に県税の滞納がないこと

を証明する書類とありますが、個

人事業主の場合は何が必要です

か。 

個人事業主として交付申請する場合は、次の 3 種類（ア～エ）

の書類が必要です。 

※ 「ア 県税の完納証明書」、「イ 個人住民税の完納証明書」、 

「ウ 消費税の納税証明書」 

３１７ 最近県外から転入してきました。

添付書類の県税及び個人住民税の

完納証明書の提出はどうしたらい

いですか。 

令和４年１月２日以降に県外から転入された方は、香川県内の

市町が発行する個人住民税の完納証明が発行できない場合があ

りますので、香川県県税事務所が発行する県税の完納証明書の

みを提出してください。県外在住の方についても取扱いは同じ

です。 

ただし、令和５年１月１日までに転入された方は、その年の６

月以降は課税が発生しますので、完納証明が発行可能となった

時点で、香川県内の市町が発行する個人住民税の完納証明書を

添付してください。 

なお、県外から転入の場合は、住民票の請求の際に、県外の前

住所が記載されたものを請求するようご注意ください。 

３１８ 最近県内で転居しました。添付書

類の個人住民税の完納証明書の提

出はどうしたらいいですか。 

令和４年１月２日以降に県内で転居された方は、現住所の市町

において個人住民税の完納証明が発行できない場合があります

ので、香川県県税事務所が発行する県税の完納証明書のみを提

出してください。 

ただし、令和５年１月１日までに転入された方は、その年の６

月以降は課税が発生しますので、完納証明が発行可能となった

時点で、お住まいの市町が発行する個人住民税の完納証明書を

添付してください。 

３１９ 住民票、県税または個人住民税の

完納証明書の添付書類は、補助金

の受付開始日（4 月○日）以降に取

得しなければいけないですか。 

申請書の提出日から 3 ヶ月以内に発行されていれば、問題あり

ません。 

３２０ 国が ZEH の普及促進を目的として

実施する補助事業（以下、「国 ZEH

事業」という。）の対象にならない

場合、県の補助金の対象にならな

いのですか。 

令和５年度においては、国 ZEH 事業の対象にならない場合でも、

県の補助を受けることができます。 

３２１ 子育て世帯とはなんですか。 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にいる子を養

育している世帯、もしくは、申請時点において夫婦であり、い

ずれかが 1982 年 4 月 2 日以降に生まれた世帯をいいます。 

３２２ 複数世帯同居仕様とはなんです

か。 

調理室（キッチン）、浴室、便所（トイレ）または玄関のうちい

ずれか 2 つ以上が複数個所ある住宅をいいます。 
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３３３ 新たに増築する住居に太陽光発電

設備を設置する場合、補助対象と

なりますか。 

新たに増築する住居が建物の登記簿上で、既築として取り扱わ

れている（登記簿に「増築」等の文言の記載がある）のであれ

ば、対象となります。 

３３４ ZEH の補助をうけようとする場合、

HEMS の設置は必須になりますか。 

HEMS の設置は必須ではありません。 

４．補助事業の変更・中止・廃止 

４０１ 変更承認申請書の提出はどのよう

な場合に必要ですか。 

交付決定後に変更承認が必要な場合は、次の４つです。 

① 補助金額の変更を伴う太陽光発電システムの公称最大出力

の 

  変更を行う場合 

② 補助金額の変更を伴う蓄電システムの機種の変更を行う場

合 

③ 太陽光発電又はＺＥＨの交付決定後に蓄電システムを追加

設置する場合 

④ 太陽光発電システム又はＺＥＨと蓄電システム又はＶ２Ｈ

の両方を申請し、交付決定後、そのいずれか一方のみを中止す

る場合 

上記に該当する場合は、変更承認申請書、工事請負契約書の写

し及び住民票（住所変更があった場合）を提出してください。 

実績報告書の提出までに変更承認手続を行い、変更承認通知書

を受領しておく必要があり、変更部分は承認を受けるまで工事

着工はできません。 

※ その他の変更の場合は、変更承認申請書の提出は必要ありま

せんが､実績報告書の提出時に、概要書で変更分の報告をし

てください。 

４０２ 補助対象システムの設置住所の変

更や（相続以外の理由による）補助

事業者の変更を行った場合はどの

ようにすればいいですか。 

申請を中止承認申請によって取り下げ、中止承認後、改めて申

請する必要があります（ただし、着工前であること）。 

 

５．実績報告 

５０１ 交付決定後、実績報告書を提出す

るまでの間に、婚姻等により補助

事業者（申請者）の名字が変わりま

した。実績報告書はどのように記

入すればいいですか。 

実績報告書の補助事業者欄には、新しい名字の氏名を記入して

ください。このとき名字が変更したことの確認する必要がある

ため、補助事業者（申請者）本人の戸籍抄本を併せて提出して

ください。 

口座名義については、どちらの名字のものでも構いませんが、

旧名字のものを使用する場合は、補助金をお支払いするまでに

口座が凍結されないことをよく確認のうえ申請してください。 

５０２ 補助金交付決定通知書を紛失した

のですが、交付決定通知書の再発

行はできますか。 

補助金交付決定通知書の再発行は、原則として行いません。 

ただし、補助事業者（申請者）又は手続代行者からの交付決定

日、交付決定番号等についての電話照会には対応します。 

５０３ 実績報告書の「６ 完了日」はどの

時点を指しますか。 

電力受給開始日、領収書の日付、製品保証書の保証開始日のい

ずれか遅い日となります。 

※ 電力需給の開始は「交付決定後から実績報告書提出まで」の

間に行ってください（交付決定前に電力受給を開始した場

合、補助金は受けられません。）。 

５０４ 「出力対比表」とは何ですか。 

どこからもらえるものですか。 

出力対比表とは、太陽電池モジュールごとの製造番号と測定出

力値の一覧表で、実績報告時に提出いただくものです。出力対

比表はメーカーから発行される場合と、梱包材などについてい

る製品番号票などから出力対比表を作成する場合があります。 

メーカーから所定の書式で発行されたものは、そのまま原本を

提出してください。メーカーからの発行がなく、県の出力対比

表の書式例を参考に作成する場合は、梱包材などについている

製品番号票（型式名、製造番号、測定出力値の記載がある製品

同梱のもの）のコピーを所定の欄に貼付し、必要事項を記入し

てください。バーコードで提出する場合は、県の様式が必須で

す。 
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５０５ 「出力対比表」において、測定出力

値が公称最大出力を下回りまし

た。補助金額の変更となるのでし

ょうか。 

 

 

公称最大出力により補助金額を決定していますので、補助金額

の変更は必要ありません。 

５０６ 補助対象システムが同一場所であ

りながら、実績報告時に提出する

書類間（報告書と電力受給契約書）

や、申請時と実績報告時に記載の

住所の表記が異なってしまった場

合の書類の記載方法はどうしたら

いいですか。また、何か書類を提

出する必要はありますか。 

 

県に提出する、又は提出した書類間で、設備がある住所の表記

が異なってしまう場合（地番と住居表示等）は、次のように対

処してください。  

 

・実績報告書「1 補助事業者住所」の欄に正しい住所を記入 

・「7 重要事項確認」の右側欄にチェックし、【住所表記が一致し 

ない理由】の該当箇所にもチェック（「その他」の場合は、そ

の理由を記載） 

必要書類は住民票や電力需給契約書で住所地を確認しますが、

必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。 

５０７ 領収書の書式について教えてくだ

さい。 

立替払の際の書式「設置費に関する領収書（見本）」を除き、領

収書に書式の定めはありませんので、業者が補助事業者（申請

者）に発行した領収書をコピーして提出してください。  

領収書は、補助対象経費の支払いが完了していることを確認す

るものです。家全体の領収書である等の理由で、領収書の金額

が補助対象経費と一致しない場合は、ただし書で「太陽光発電

システム設置費○円を含む」と記載するなど、補助対象経費を

含むことが確認できるようにしてください。 

※ 対象システムを「立替払」で購入の場合、次の条件を満たし

ていれば補助対象となります。 

・所有権が補助事業者（申請者）にあること。 

・販売者から購入者に発行した領収書が提出できること。 

※ 「複写式の業者用『領収控』や「振込依頼書」は領収書の代

わりにはなりません。 

５０８ 領収書のあて名が連名になってい

てもいいですか。 

領収書に補助事業者（申請者）の名前が入っていれば構いませ

ん。 

５０９ ローンで代金を支払う場合、領収

書が出ない場合があると思います

が、報告書に添付する支払いの証

明書類はどのようなものになりま

すか。 

本補助金において、補助事業者（申請者）宛の領収書のコピー

の提出は必須です。ローンは、領収書の発行が可能で、対象シ

ステムの所有権が補助事業者（申請者）に移っていることが確

認できるものを利用してください。 

５１０ 対象システム（太陽電池モジュー

ル）の配置図を添付すれば、設置写

真は必要ありませんか。 

配置図は、写真だけでシステム全体が確認できない場合に添付

していだく補足資料です。設置写真は、設置面すべての面のも

のが必ず必要です。配置図を提出する場合、モジュールである

ことがはっきり認識できる設置面分の写真は添付してくださ

い。 

また、設置写真のほか、建物の全景が分かる写真の添付も必要

です。集合住宅の場合は、設置写真、システム配置図ともに提

出が必須です。 

５１１ 太陽光発電システムを設置した場

合の実績報告書の提出は、電力会

社と接続（電力受給契約が完了し、

電力需給を開始）した後、３月 31

日までとなっていますが、年度末

で電力会社の業務が立て込み、作

業が間に合わないなど、電力会社

側の理由により期限までに接続が

できそうにありません。どうすれ

ばいいですか。 

 

実績報告書は３月 31 日までに提出していただく必要がありま

す。電力会社との接続も実績報告書提出時までに完了しておく

必要がありますので、３月 31 日までに電力会社と接続できない

ものは、補助金を交付できません。 

一方で、３月 31 日までに電力会社と接続はできたものの、電力

会社が発行する契約書類（「受給開始日のお知らせ」等）の提出

が間に合わない場合は、この書類を除き、実績報告書に必要な

書類のすべてを３月 31 日までに提出してください。この場合、

電力会社発行の契約書類が届き次第、速やかに書類の追加提出

をしてください（補助事業者（申請者）との接続が３月 31 日ま

でに完了していることを追加提出の書類で確認します。）。 

５１２ 太陽光発電システム又はＺＥＨと 蓄電システム補助要件として、「系統連系している 10kW 未満の
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蓄電システム又はＶ２Ｈシステム

両方申請し、両方の工事は完了し

ましたが、系統連系が３月 31 日ま

でに間に合わない場合、蓄電シス

テムのみ補助金を受給することは

可能かですか。 

太陽光発電システム」との接続が条件のため、蓄電システムの

工事が完了していても、補助の対象とはなりません。 

６．補助金の請求・支払 

６０１ 実績報告書を提出すれば、補助金

が支払われるのですか。 

実績報告書を提出しただけでは補助金をお支払いすることがで

きません。不備の無い実績報告書（添付書類含む）及び請求書

を提出する必要があります。 

県は、不備のない実績報告書（添付書類含む）及び請求書を受

理してから約１か月後に、交付額確定通知書を発行します。 

交付額確定通知書の発行から約１か月後に、指定口座に補助金

を振り込みますので、通帳記入により「カガワケンカンキョウ

セイサクカ」で始まる名義での入金をご確認ください（振込日

のお知らせはいたしません）。 

６０２ 振込口座は、申請者以外（家族名

義）の口座でも構いませんか。 

補助事業者（申請者）以外の口座への振込みはできません。 

個人事業主の場合は、補助事業者の氏名に屋号及び個人名が含

まれる場合は、口座名義は個人名でも構いません。 

６０３ 振込口座は、インターネット銀行

でも振込可能ですか。 

イオン銀行、セブン銀行などのインターネット銀行でも振込可

能ですが、疑問のある場合は、お問合せください。 

６０４ 請求書に誤って記入してしまいま

した。どうしたらいいですか。 

金額欄を誤って記入した場合は、訂正できませんので、差替え

てください。その他の間違えは訂正印による訂正が可能です。 

６０５ 振込口座に「JA バンク」を指定し

たいのですが構いませんか。 

JA バンク（香川県信用農業協同組合連合会）を振込口座として

指定することはできません。 

※香川県農業協同組合を指定することは可能です。 

 

７．財産の適正管理と処分制限 

７０１ この補助金を得て設備を設置した

住宅を取り壊すことになりまし

た。どのような手続きが必要にな

りますか。 

設備は補助金の交付の目的（太陽光発電システムの普及促進を

図ることにより、温室効果ガスの排出を抑制する）にしたがっ

て適正に管理する必要がありますが、事情により設備の廃棄等

を行う場合は、「財産処分承認申請書」を県に提出し、県の承認

を得た後に廃棄等を行っていただくことになります。 

この場合、設備が法定耐用年数に満たないとき（太陽光発電設

備 17 年、蓄電池設備、ＺＥＨ設備及び住宅用Ⅴ２Ｈシステム６

年）は、「かがわスマートハウス促進事業補助金に係る財産処分

の承認基準」に基づき、計算した金額を返還いただきます。 

７０２ この補助金を得て設備を設置した

住宅が、火災又は災害等で使用で

きなくなりました。どのような手

続きが必要になりますか。 

天変地災などにより設備が壊れた又は失った場合、「財産毀損・

滅失届出書」を県に提出いただきます。県は次の事案に該当す

ると判断した場合、補助金の返還を免除する旨を申請者に通知

します。 

① 災害又は火災によって使用できなくなったため、取り壊し又

は 

廃棄等を行う場合 

② 立地上又は構造上危険な状態にあるため、取り壊し又は廃棄

等を行う場合 

③ 道路拡張整備などの設置者の責任によらない事情でやむを

得ず取り壊し又は廃棄等を行う場合 

８．かがわスマートグリーン・バンク（太陽光発電） 略：かがわスマグリ 

８０１ 「かがわスマートグリーン・バン

ク（太陽光発電）」（以下「かがわス

マグリ」という。）は「Ｊ－クレジ

ット制度」が関係していますが、こ

の制度はどんな制度ですか。 

Ｊ－クレジット制度は、再生可能エネルギーの利用によるＣＯ

２排出削減量を「クレジット」として国が認証する制度です。 

８０２ 補助対象システムの補助金申請に

かがわスマグリへの入会を要件と

県補助による各家庭の太陽光発電設備の導入に伴い、発電設備

から得られる電力を家庭で消費（自家消費）し、各家庭で貢献
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していますが、どのような仕組み

になっているのですか。 

したＣＯ２排出削減量をかがわスマグリが実施主体となって取

りまとめるものです。 

かがわスマグリの事務局の県では、取りまとめたＣＯ２排出削減

量をＪ－クレジット制度を利用してクレジット化し、売却によ

り得られる収益を県内の環境保全活動等に活用する仕組みとし

ています（会員個々の還元はありませんのでご了承ください。）。 

８０３ 補助要件となるかがわスマグリの

入会届はいつ出せばよいのでしょ

うか。 

 

補助金申請書に添付して提出ください。入会届の日付は、補助

申請日と同日にしてください。 

８０４ 入会中の会員の負担はあります

か。 

入会に係る費用負担はありませんが、各家庭の年間の太陽光発

電実績（発電量等）の確認の協力をいただきます。 

８０５ 入会中、会員はどのような協力を

具体的にしなければいかないので

すか。 

県からの求めに応じて、年１回、各家庭の「発電量」と「売電

量」の年度報告を県が定めた書式を使い、提出いただきます。 

なお、発電実績の提出は、毎年、全会員から求めるものではな

く抽出した会員に対して県から依頼をします。 

８０６ 入会期間はありますか。途中退会

は可能ですか。 
入会期間は原則８年間又はＪ－クレジット制度の終了期限の

2030 年度（令和 12 年度）のいずれか早い時期までとなります。 

退会は規約において原則自由としていますが、内容を確認する

必要がありますので、事前に必ず県に確認してください。 

８０７ 入会はどのような手続きが必要で

すか。 

かがわスマグリの会員規約に定める入会届を県補助の申請書類

と一緒に提出していただきます。 

※ 会員規約及び書式は県のホームページからダウンロードで

き 

ます。 

８０８ 補助を受けようとする場合、かが

わスマグリの入会が条件ですか

（すべての人が入会しなければい

けないのですか）。 

かがわスマグリに入会できる人は個人のみです。個人事業主及

び法人は入会できません。 

また、個人であっても補助を受けようとする住宅が店舗兼用の

場合も入会はできません。 

８０９ かがわスマグリの入会資格がなく

ても補助は受けられるのですか。 

個人事業主及び法人はかがわスマグリへの入会がなくても補助

を受けることができます。 

また、店舗兼用の住宅に補助対象システムを設置しようとする

個人も補助を受けることはできます。 

 

８１０ 入会資格のある個人は補助対象シ

ステムすべてにおいてかがわスマ

グリの入会が必要となりますか。 

個人が県の補助で太陽光発電システムを設置しようとする場合

はかがわスマグリの加入が条件になりますが、次の場合は入会

の必要はありません（補助は受けられます）。 

① 住宅が店舗兼用になっている場合 

② 蓄電池又はＶ２Ｈシステムのみの申請で、2018 年度以前に

太陽光発電システムを設置している場合  

③ ＺＥＨのみの申請で、再生可能エネルギー発電設備として

太陽光発電システムを設置していない場合 

 

【重要！】 

入会条件を満たしている個人がかがわスマグリに入会しない場

合は、県の補助は受けられませんのでご了承ください。 

 

８１１ 個人が太陽光発電システムと蓄電

システム又はＶ２Ｈシステムを補

助により同時に設置しようとする

場合、かがわスマグリへの入会は

必要ですか。 

個人が県の補助で太陽光発電システムと蓄電システム又はＶ２ 

Ｈシステムをあわせて設置しようとする場合は、かがわスマグ 

リの加入が条件になります（入会が必要です。）。 

８１２ 補助金の交付要綱第 3 条に補助事

業者の要件がありますが、第 1 項

第 4 号のただし書きに入会資格の

例外が記載されています。どのよ

入会資格を満たせないもの（かがわスマグリの入会の必要がな

い場合のもの）は次のとおりです。（Ｑ806、807、808 参照）  

・個人事業主及び法人による申請 

・住宅が店舗兼用になっている場合の申請 
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うな内容が「入会資格を満たせな

いもの」ですか。 

・蓄電池又はＶ２Ｈシステムのみの申請で、2019 年以前に太陽

光発電システムを設置している場合 

なお、上記の場合であっても補助は受けられます。 

８１３ 既に他団体が実施しているＪ－ク

レジット制度に基づくプロジェク

トに参加していますが、県の補助

制度を利用する場合、他団体のプ

ロジェクトを脱退する必要はあり

ますか。  

既に入会している場合、脱退する必要はありません。 

補助を利用するに当たり、事前に県にお問い合わせください。 

８１４ 民間サービスに自家消費によるＣ

Ｏ２削減分を取り扱った同様のも

のがあり、これを使おうと思いま

すが県の補助は受けられますか。 

個人が県の補助を利用して住宅に対象システムを設置しようと

する場合で、かがわスマグリ入会要件に該当するものについて

は、民間サービスとの併用はできません（民間サービスを利用

する場合は、県の補助は受けられません。）。 

補助を利用するに当たり、事前に県にお問い合わせください。 

８１５ 補助申請の年度内に太陽光発電シ

ステムが設置できませんでした。

かがわスマグリの入会は取消しに

なりますか。 

年度内に補助金の実績報告書等による太陽光発電システムの設

置が確認できない場合、かがわスマグリの入会は取消しとなり

ますので、ご注意ください。 

９． 「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」の加算 
９０１ 同居しているが、住民票の世帯が

分かれている場合、加算の対象に

なりますか。 

本事業における「世帯」とは、同居し生活を共にしている家族

や親族等の集まりをいいます。同居し、生活を共にしているの

であれば、住民票上での世帯票が別々でも構いません。同じ住

所であり、同居が確認できる世帯票をそれぞれ提出してくださ

い。 

９０２ 若者夫婦世帯の加算を受けようと

する場合、住宅の工事請負契約時

点で夫婦である必要はあります

か。 

交付申請時点で、夫婦であることが確認できることが必要です。 

９０３ 交付申請時点では未婚（独身）で

す。実績報告までに結婚します。若

者夫婦世帯の加算の対象になりま

すか。 

交付申請時点で、夫婦であることが確認できる場合に加算の対

象になります。 

９０４ 夫婦別々の住宅に居住しています

が、若者夫婦世帯の加算の対象に

なりますか。 

原則として、交付申請時点で同居が確認できない場合は加算の
対象になりません。 
ただし、単身赴任等、申請者の責によらない理由で別居を余儀
なくされている場合、申請時に申立書を提出するとともに、実
績報告時に同居が確認できる住民票を提出してください。実績
報告時に提出する住民票で同居が確認できない場合、交付決定
額のうち、加算額を減額することとなります。 

９０５ 事実婚や同性婚は若者夫婦世帯の

加算の対象になりますか。 

いわゆる事実婚については、交付申請時に提出する住民票等※
でその事実が確認できる場合、加算の対象になります。 

（※ 住民票続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」、自治体が証明する

パートナーシップ証明書や、公正証書による婚姻契約） 

９０６ 子育て世帯の、親（申請者）に要件

はありますか。 

子と同居する申請者の年齢や続柄は問いません。ひとり親や、

孫と同居し子育てする祖父母等も対象になります。 

９０７ 18 歳未満の子が別居していても子

育て世帯の加算の対象になります

か。 

交付申請時点で、申請者が 18 歳未満の子と同居していることが

必要であるため、同居を住民票で確認します。 

ただし、単身赴任等、申請者の責によらない理由で別居を余儀

なくされている場合、申請時に申立書を提出するとともに、実

績報告時に同居が確認できる住民票を提出してください。実績

報告時に提出する住民票で同居が確認できない場合、交付決定

額のうち加算額を減額することとなります。 

９０８ 交付申請時点で妊娠中の場合は、
子育て世帯の加算を受けることが
できますか。 

（実績報告までに、子どもが産ま

れた場合は対象になりますか。） 

交付申請時点で子を有していない世帯は子育て世帯の定義には

該当しません。なお、若者夫婦世帯に該当する場合があります

ので、加算の要件をご確認ください。 

  


